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耳
の
聞
こ
え
は
、
健
や
か
な
成
長
発

達
に
お
い
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

難
聴
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
つ
な

げ
る
た
め
に
「
新
生
児
聴
覚
検
査
費
」

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

◆
助
成
開
始
日
　
平
成
　
年
4
月
1
日

22

◆
助
成
対
象
児
　
生
年
月
日
が
平
成
　22

年
4
月
1
日
以
降
で
、
市
内
に
住
所

が
あ
る
生
後
6
カ
月
未
満
の
子

◆
検
査
方
法
　
次
の
2
つ
の
方
法
に
限

り
ま
す
。
必
ず
実
施
医
療
機
関
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

①
自
動
聴
性
脳
幹
反
応
検
査
（
自
動
A

B
R
）

②
耳
音
響
放
射
検
査
（
O
A
E
）

◆
検
査
時
期
・
場
所
　
出
生
場
所
で
入
院

中（
生
後
2
日
ご
ろ
）に
検
査
を
実
施

し
ま
す
。何
ら
か
の
理
由
で
入
院
中
に

検
査
で
き
な
か
っ
た
子
は
、外
来
で
検

査
で
き
る
病
院
に
受
診
で
き
ま
す
。

【
外
来
で
検
査
で
き
る
病
院
】
※
事
前
予

約
が
必
要

①
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

②
大
垣
市
民
病
院
　

③
木
沢
記
念
病
院
　

④
県
立
多
治
見
病
院
　

⑤
高
山
赤
十
字
病
院

◆
助
成
金
額
　
上
限
3
7
0
0
円
ま
で

◆
助
成
方
法
　

①
「
ひ
ろ
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
で

生
ま
れ
た
子
＝
助
成
金
額
を
差
し
引

い
た
金
額
を
窓
口
で
お
支
払
い
く
だ

さ
い
。
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
前
記
の
病
院
以
外
で
生
ま
れ
た
子
＝

検
査
後
6
カ
月
以
内
に
各
保
健
セ
ン

タ
ー
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

・
検
査
結
果
お
よ
び
検
査
方
法
が
わ
か

る
も
の

・
領
収
書
（
検
査
費
が
明
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
）

・
母
子
健
康
手
帳

・
住
所
確
認
の
た
め
の
福
祉
医
療
費
受

給
者
証
（
乳
幼
児
等
）

・
印
鑑

・
振
込
先
が
わ
か
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）

◆
申
請
・
照
会
先

　
関
市
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　（
緯
厩
0
1
1
1
）

　
洞
戸
保
健
セ
ン
タ
ー

　（
板
取
保
健
セ
ン
タ
ー
）

　
　
　
　（
緯
0
5
8
1
越
2
2
0
4
）

　
武
芸
川
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　（
緯
穎
2
8
9
9
）

　
武
儀
保
健
セ
ン
タ
ー

　（
上
之
保
保
健
セ
ン
タ
ー
）

　
　
　
　
　
　
　
　（
緯
栄
0
0
2
0
）

新
生
児
聴
覚

検
査
費
の
助
成

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
厚
生
年
金
・
共
済
組
合

の
加
入
者
）
の
被
扶
養
配
偶
者
は
、「
第
3
号

被
保
険
者
」
と
し
て
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て

い
ま
す
が
、
配
偶
者
が
退
職
（
失
業
）
し
て

失
職
す
る
と
、
夫
婦
と
も
に
市
区
町
村
役
場

で
国
民
年
金
の
「
第
1
号
被
保
険
者
」
に
な

る
た
め
の
手
続
き
を
行
い
、
1
人
に
つ
き
月

額
1
万
5
1
0
0
円
の
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

※
第
1
号
被
保
険
者
は
、
原
則
、　

歳
以
上

20

　
歳
未
満
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。

60　
前
納
を
お
す
す
め

　
国
民
年
金
に
は
、
1
年
分
や
6
カ
月
分
な

ど
、
定
め
ら
れ
た
月
数
分
の
保
険
料
を
前
納

す
る
と
割
引
に
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
退
職
（
失
業
）
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
、
夫

婦
が
そ
れ
ぞ
れ
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め

る
の
は
大
変
で
す
が
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年

金
の
年
金
額
の
減
額
を
防
ぐ
た
め
に
、
前
納

制
度
を
利
用
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
前
納
の
割
引
率
は
、
最
大
で
年
2
・
1
％

（
口
座
振
替
で
平
成
　
年
度
の
1
年
分
の
保
険

22

料
を
前
納
し
た
場
合
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
退
職（
失
業
）時
の
特
例
免
除
制
度

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

な
場
合
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
保
険
料

の
納
付
を
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
制
度
に
は
所
得
制
限
が
あ
り
、
申
請
者
、

申
請
者
の
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
の
所
得

が
審
査
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
特
に
、
配
偶

者
が
免
除
申
請
す
る
年
度
ま
た
は
そ
の
前
年

度
に
退
職
（
失
業
）
し
た
場
合
は
、「
特
例
免

除
」
と
い
っ
て
退
職
し
た
配
偶
者
本
人
の
所

得
の
状
況
を
除
外
し
て
審
査
が
行
わ
れ
ま
す

の
で
、
所
得
制
限
の
審
査
の
ハ
ー
ド
ル
が
低

く
な
り
ま
す
。

　
免
除
制
度
を
利
用
す
る
と
、
①
免
除
さ
れ

た
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金

の
受
給
資
格
期
間
の
　
年
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

25

②
免
除
さ
れ
た
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
の
2

分
の
1
の
年
金
額
が
保
障
さ
れ
ま
す
。
③
万

一
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
故

が
発
生
し
た
と
き
に
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

※
特
例
免
除
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か

る
も
の
（
納
付
書
等
）

②
認
印
（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
省
略
可
）

③
失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的

機
関
の
証
明
書
の
写
し
（
離
職
票
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
な
ど
）

照
会
先

　
国
保
年
金
課
年
金
係

　
　（
緯
姥
6
7
2
4
・
緯
姥
6
7
2
5
）

　
美
濃
加
茂
年
金
事
務
所

　
　（
緯
0
5
7
4
浦
8
1
8
1
）

国
民
年
金

配
偶
者
の
退
職（
失
業
）に
よ
り
第
3
号
被
保
険
者
の
資
格
を
失
っ
た
と
き


